
 

 

 

 

 

 

【連休中の診療体制について】 

4 月 29 日(水) 内科・外科 

4 月 30 日(木) 

通常診療 5 月 1 日(金) 

5 月 2 日(土) 

5 月 3 日(日) 内科・外科・小児科 

5 月 4 日(月) 休日診療体制 

5 月 5 日(火) 内科・外科・小児科 

5 月 6 日(水) 休日診療体制 
 

上記の休日診療日は 

内科・外科・救急患者の診療体制です。 

小児科の夜間対応はございません。 

※急患は 24時間診療いたします。 
  

 

 

  お 知 ら せ 

 


